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フランチャイズ契約のご案内 

 

株式会社ダスキン 

〒564-0051 大阪府吹田市豊津町１番３３号 

レントオール事業部 レントオール運営室 

電話 06-6821-5124   FAX 06-6821-5323 

 

本資料は、これからフランチャイズシステムに加盟されようとしている方々のために、経

済産業省の要請に基づき、中小小売商業振興法（以下「小振法」という）及び中小小売商業

振興法規則（以下「規則」という）並びにフランチャイズシステムに関する独占禁止法上の

考え方について（以下「フランチャイズガイドライン」という）、に従って当社が作成した

ものです。 

    

フランチャイズ契約に際しては、この案内だけでなくできる限りたくさんの資料を読んだ

り第三者にも相談するなど、十分に時間をかけて判断してください。もし不明な点や、この

案内にないことでも確認したいこと等があれば、ご遠慮なく当社にお問い合わせください。 

 

またフランチャイズシステム一般のことや、フランチャイズ契約についての注意点等につ

いてお知りになりたい方は、一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会へお問い合わせ

ください。 

一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会  

〒105-0001 東京都港区虎ノ門３丁目６番２号 第二秋山ビル 

電話番号 （０３）５７７７－８７０１ 

 

この案内は、平成２８年７月 1日に作成され、一般社団法人日本フランチャイズチェーン

協会、経済産業省商務情報政策局商務流通保安グループ流通政策課に提出しているものです。 

 

なお本資料は、当社の責任において作成したものであり、内容について提出先の承認を受

けたものではありません。加盟に際して調査すべき資料については、加盟されようとしてい

る方が事前に自ら確認をして頂くことが必要です。 
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ダスキンレントオールフランチャイズチェーンへの加盟を希望される方へ 

～フランチャイズ契約を締結する前に～ 

 

合掌 このたびは、当社のダスキンレントオールフランチャイズチェーン（以下「本チェー

ン」という）に多大な関心をお持ちいただきましたこと、心よりお礼申し上げます。 

  

さて、当社は「喜びのタネをまこう」と、昭和３８年創業以来「道と経済の合一」を目指

し「祈りの経営」を経営理念としてかかげ、全ての事業に共通して、フランチャイズ本部と

加盟店とは「運命共同体」との認識のもと、「ダスキンレントオール」の名のもとに家庭用

品や業務用品のレンタル事業に関するフランチャイズシステムを展開しております。 

 本チェーンの店舗は、レンタル業としての永年の経験と研究によって開発した経営ノウハ

ウ、運営システム、ダスキンレントオールイメージなどで統一され、お客様に安心してご利

用いただき、今日まで発展してまいりました。 

 

 チェーン運営で一番大切なことは、「統一性」です。お客様に繰り返しご利用いただくた

めには、お客様の信頼を得なくてはなりません。そのためには、どの店舗を利用しても同じ

商品、同じサービスを受けられることが必要です。 

 これを実現するため、本チェーンの経営に参加する方々には、フランチャイズ契約等で定

めたルールを守ることをお約束いただきます。従いまして、最初から本チェーンとは異なる

独自の経営手法を重視され、本チェーンのノウハウ、システム、イメージなどにとらわれな

い経営を希望される方には、本チェーンへの加盟をお勧めできません。 

 

 当社の本チェーンは、当社と加盟店のそれぞれの役割分担が明確になっています。当社は

ノウハウ、商品の開発等のシステムの整備に多額の投資を行い、物流、データ管理、店舗指

導など、ご加盟店が単独で行うことが困難な業務を一手に引き受けるために多額の費用を支

出しています。一方、加盟店は本部の提供するこれらのシステムを正しく活用して経営を行

います。 

 このように分担を明確にした上で、それぞれの役割を忠実、且つ積極的に果たすことが本

チェーンの経営成功の鍵なのです。 

 

 本チェーンの経営をされるご加盟者の成功が当社の成長の源でありますので、当社の経営

努力はご加盟店の経営支援が中心となります。この意味で、ご加盟店と当社は共存共栄の関

係にあると言えます。 

 

以上の主旨にご賛同していただける方は、次のページへおすすみください。 
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20 

規則 10 条 12 号, 11

条 7号イ～ニ 

2－(2)－ｱ④ 

 

１１．店舗の営業時間･営業日･休業日について 21 〃  第 10条第 8号  
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第Ⅰ部 株式会社ダスキンについて 

 

１．わが社の経営理念 
 

（１）祈りの経営ダスキン経営理念 
 

一日一日と今日こそは 

あなたの人生が（わたしの人生が） 

新しく生まれ変わるチャンスです 

自分に対しては 

損と得とあらば損の道をゆくこと 

他人に対しては 

喜びのタネまきをすること 

我も他も（わたしもあなたも） 

物心共に豊かになり（物も心も豊かになり） 

生きがいのある世の中にすること 

 

ありがとうございました 合掌 

 

（２）企業目的 
 

ダスキンは『道と経済の合一』をめざします 

ダスキンは「人を愛し、人を育てます」 

ダスキンは“めい・あい・へるぷ・ゆう？”と呼びかけます 

ダスキンは「喜びのタネまき」をいたします 

 

 

２．本部の概要 
（平成２８年３月３１日現在） 

（１） 商   号：株式会社ダスキン 

（２） 代 表 者：代表取締役社長 山村 輝治 

（３） 本店所在地： 

〒564-0051 大阪府吹田市豊津町１番３３号 

電話 ０６－６３８７－３４１１（代） 

URL  http://www.duskin.co.jp/ 

（４） 本チェーンの管轄事業本部名称：レントオール事業部 

（５） 本チェーンの管轄事業本部所在地： 

〒564-0051 大阪府吹田市豊津町１番３３号 

電話 ０６-６８２１-５１２４    FAX ０６-６８２１-５３２３ 

URL  http://www.kasite.net/  

（６） 設   立：昭和３８年２月４日 

（７） 本チェーンの開始時期：昭和５３年１０月（直営店１号店の開店月） 

昭和５６年１０月（加盟店１号店の開店月） 
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（８） 資 本 金：１１３億円 

（９） 事 業 内 容：マット、モップ等清掃用具その他動産の賃貸業、建物等の清掃業、 

害虫等の防除業、飲食業、その他総合サービス業 

（１０） 従 業 員 数：１，９６０名（契約従業員含む、役員・パート従業員除く） 

（１１） 主 要 株 主：日本製粉株式会社 

（１２） 主要取引銀行：三井住友銀行・三井住友信託銀行 

（１３） 所 属 団 体：一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会 

国際フランチャイズチェーン協会、社団法人日本訪問販売協会 

（１４） 他に行っている事業の種類： 

ダストコントロール事業 サービスマスター事業 ミスタードーナツ事業 

ユニフォームサービス事業 ターミニックス事業 カフェデュモンド事業 

ヘルス＆ビューティ事業 メリーメイド事業  かつアンドかつ事業 

トゥルグリーン事業 ホームインステッド事業 ヘルスレント事業 

ザ・シフォン＆スプーン事業   

 

（１５） 沿革 

 

1963年（昭和38年） 

2月 株式会社サニクリーンを設立登記 

11月 ダストコントロール商品の初の生産拠点、吹田工場開設 

1964年（昭和39年） 

6月 株式会社ダスキンに社名変更 

10月 化学ぞうきん「ホームダスキン」全国販売開始 

1969年 （昭和44年） 

8月 国際フランチャイズ協会（IFA）に、日本初のメンバーとして入会 

1971年 （昭和46年） 

4月 ミスタードーナツ事業、１号店をオープン 

4月 サービスマスター事業、１号店をオープン 

7月 ホームダスキンの廃却布を再生した産業用ウエスのレンタルスタート 

1978年 （昭和53年） 

10月 レントオール事業、１号店をオープン 

1981年 （昭和56年） 

5月 ユニフォームレンタル事業（現ユニフォームサービス事業）、１号店をオ

ープン 

1982年 （昭和57年） 

7月 ヘルスケア事業（現株式会社ダスキンヘルスケア）、サービスを開始 

1988年 （昭和63年） 

2月 害虫獣駆除事業（現ターミニックス事業）、１号店をオープン 

1989年 （平成元年） 

7月 メリーメイド事業、１号店をオープン 

1990年 （平成2年） 

9月 カフェデュモンド事業、１号店をオープン 

9月 本社ビル「ダスキンピア」が大阪・江坂に完成 

1991年 （平成3年） 

12月 ザ・どん事業、１号店をオープン 

1993年 （平成5年） 

10月 新フランチャイズシステム「ダスキンサーヴ100」活動スタート 
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1994年 （平成6年） 

12月 

 

統一超商股份有限公司とのライセンス契約で、台湾での「サーヴ100」事業

スタート 

1999年 （平成11年） 

2月 かつアンドかつ事業、１号店をオープン 

4月 ケータリング事業（現ドリンクサービス事業）、サービスを開始 

11月 トゥルグリーン事業、１号店をオープン 

2000年 （平成12年） 

5月 中国でのミスタードーナツ１号店を上海にオープン 

6月 ホームインステッド事業、１号店をオープン 

2003年（平成15年） 

4月 品質保証体制構築のため、「品質保証委員会」設置（現品質・環境委員会） 

4月 コンプライアンス体制構築のため、「コンプライアンス推進会議」設置（現

コンプライアンス委員会） 

2004年 （平成16年） 

10月 

 

統一超商股份有限公司と合弁会社統一多拿滋股份有限公司を設立し、台湾で

のミスタードーナツ１号店を台北にオープン 

2006年 （平成18年） 

11月 三井物産株式会社、楽清服務股份有限公司（台湾の統一超商とダスキンの合

弁会社）と共同で楽清(上海)清潔用具租賃有限公司を設立。中国でのダスト

コントロール事業を開始 

12月 東京証券取引所・大阪証券取引所の市場第1部に上場 

2007年 （平成19年） 

4月 三井物産株式会社との合弁会社「ミスタードーナツコリア」が韓国・ソウル

に1号店をオープン 

2008年 （平成20年） 

1月 株式会社サカイ引越センターと業務提携契約締結 

2月 株式会社モスフードサービスと資本業務提携契約締結 

12月 ミスタードーナツ、上海での事業拡大を目的に台湾の統一超商香港控股と合

弁契約 

2009年 （平成21年） 

1月 株式会社ニチイ学館と資本業務提携契約締結 

2010年 （平成22年） 

10月 アザレプロダクツ株式会社及び共和化粧品工業株式会社の両社を完全子会

社化 

2011年 （平成23年） 

8月 マレーシアでのミスタードーナツ１号店をクアラルンプール近郊にオープ

ン 

2012年 （平成24年） 

3月 MISTER DONUT KOREA CO., LTD.と韓国のFOODMERCE CO., LTD.とで合弁会社

PULMUONE DUSKIN CO., LTD.を設立。韓国でのダストコントロール事業を開

始 

5月 蜂屋乳業株式会社を完全子会社化 

2013年 （平成25年） 

4月 ダスキン共益株式会社とダスキン保険サービス株式会社が合併。 

（存続会社：ダスキン共益株式会社） 

4月 エムディフード株式会社設立 

2014年 （平成26年） 

3月 中外産業株式会社を完全子会社化 

6月 アイス・デ・ライオン事業、１号店をオープン 
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10月 オーストラリアのカフェチェーン「Pie Face」の日本におけるライセンスを

取得 

11月 ザ・シフォン＆スプーン事業、１号店をオープン 

2015年 （平成27年） 

5月 インドネシアでのミスタードーナツ１号店をジャカルタにオープン 

 

（１６） 子会社の名称及び事業内容 

 

事業内容 会社名 

ダストコントロー

ル商品の賃貸及び

販売 

㈱ダスキンサーヴ北海道・㈱ダスキンサーヴ東北 

㈱ダスキンサーヴ北関東・㈱ダスキンサーヴ東海北陸 

㈱ダスキンサーヴ近畿 ・㈱ダスキンサーヴ中国四国 

㈱ダスキンサーヴ九州・楽清(上海)清潔用具租賃有限公司 

㈱ダスキン伊那・㈱ダスキン八代・㈱ダスキン鹿児島 

ダストコントロー

ル商品クリーニン

グ加工及び配送 

㈱ダスキンプロダクト北海道・㈱ダスキンプロダクト東北 

㈱ダスキンプロダクト東関東・㈱ダスキンプロダクト西関東 

㈱ダスキンプロダクト中四国･㈱ダスキンプロダクト九州 

ダストコントロー

ル商品クリーニン

グ加工及び配送並

びに吸着剤製造 

㈱ダスキンプロダクト東海 

 

 

 

モップ、化成品製造 ㈱和倉ダスキン 

マット、化成品及び

吸着剤製造 

㈱小野ダスキン 

ダストコントロー

ル商品の賃貸業代

行 

㈱ダスキンシャトル東京 

ダストコントロー

ル商品の販売 

楽清香港有限公司 

病院、介護施設の衛

生管理 

㈱ダスキンヘルスケア 

総合リース業及び

保険代理業 

ダスキン共益㈱ 

外食業 ㈱どん・エムディフード㈱・エムディフード東北㈱ 

菓子、パン製造業 ㈱エバーフレッシュ函館 

化粧品の製造及び

販売 

アザレプロダクツ㈱ 

共和化粧品工業㈱ 

氷菓、アイスクリー

ム菓子類の製造及

び販売 

蜂屋乳業㈱ 

ユニフォーム製造

及び販売 

中外産業㈱ 
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３．会社組織図 
 

（平成２８年６月１日現在） 

クリーン・ケア教育研修室

直営店運営室 支店

直営店

ケアサービス推進室

ハイジーン・拠点推進室

クリーン・ケアカレッジ クリーン・ケア教育企画室

南関東

営業推進部 ビジネスサービス推進室

ホームサービス推進室

営業拠点
東京 中国・四国

北関東 九州 ケアサービス運営室

地域本部 管理室

北海道 東海・北陸 ホームサービス運営室

東北 近畿
ビジネスサービス運営室

地域サポート室

広告・広報室

店舗サポート室

㈱ｼｬﾄﾙ東京

営業企画部 営業企画室

マーケティング室

運営部 ＦＣ運営室

担当取締役 コールセンター

担当取締役 クリーン・ケア営業本部 サーヴ関係会社

導入･サポート室

セリングストックコントロール室

担当取締役 CCG情報システム開発部 企画開発室

CCG物流部 物流管理室

仕入先管理室

※CCG:クリーン・ケアグループ略称

担当取締役 CCG購買部 第一購買室

第二購買室

地域管理室

事業部管理室

取引管理室

CCG安全対策部 お客様相談室

環境保全推進室

担当取締役 CCG管理部 本部管理室

M&A戦略室

クリーン・ケアグループ

国際室

新規事業開発部 新規事業開発室

ＭＤ台湾 マレーシア

タイ

ｸﾘｰﾝ･ｹｱ海外運営室 サーヴ台湾
フィリピン

ダスキン上海

ﾌﾟﾙﾑﾜﾝﾀﾞｽｷﾝ

国際部 海外戦略室 ダスキン香港 韓国

ﾐｽﾀｰﾄﾞｰﾅﾂ海外運営室 ＭＤ上海 インドネシア

コンプライアンス室

ダスキンミュージアム室

法務・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部 法務室

ﾀﾞｽｷﾝﾌｧﾐﾘｰｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ室

生産改革ＰＪ

物流改革ＰＪ

調達改革ＰＪ

ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑＰＪ

担当取締役 広報部 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ室

Ｐ
Ｊ

経
営
課
題

情報改革ＰＪ ※PJ:プロジェクト略称

商品検査センター 安全性・分析試験室

信頼性・使用価値試験室

担当取締役 経営企画部 経営戦略室

リスク管理室

品質保証･リスク管理部 品質保証室

食品品質保証室

品質保証企画室

環境推進室

情報システム部 情報システム企画開発室

情報システム運用室

業務改革室

ＩＲ室

資金管理室

経営管理部 経営管理室

誠心館

旅行サービス室

経理部 連結管理室

決算経理室

人事部 人事サービス室

人事労務室

人事企画・教育室

総務部 総務室

秘書室

祈りの経営研究所

担当取締役 ダスキン共益㈱

監査役会 常務会 予算進捗会議

監査部

担当取締役 社長室

株主総会 取締役会 代表取締役社長
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※ は株式会社ダスキンからの子会社等への指示命令経路を表します。

ｻﾞ・ｼﾌｫﾝ＆ｽﾌﾟｰﾝ運営室 直営店

※ は組織を表します。

※ は株式会社ダスキンの指示命令経路を表します。

出店室

かつアンドかつ運営室 直営店

ｶﾌｪﾃﾞｭﾓﾝﾄﾞ運営室 直営店

パイフェイス運営室 直営店

研修室

直営店運営室 直営店

担当取締役 ㈱どん

フード開発事業部 企画開発室 直営店

開発部 商品開発室

店舗開発室

新業態開発室

モスド運営室 直営店

ＭＤカレッジ

リスク安全対策室・お客さまセンター

購買物流部 購買室

物流企画室

マーケティング室

販売促進室

広告広報室

情報システム室

出店・改装促進室

東京

東海・北陸

近畿

中四国

九州

運営室

北海道

東北

関東

ミスタードーナツ事業本部 エムディフード㈱

運営部 支部 エムディフード東北㈱

FG管理部 経理室

※FG:フードグループ略称 人事・総務室

関係会社管理室

ＦＣ管理室

情報システム室

関係会社サポート室

フードグループ

担当取締役 ㈱ｴﾊﾞｰﾌﾚｯｼｭ函館

蜂屋乳業㈱

製造管理室
㈱小野ダスキン

製造技術室

設備技術室

管理部 経理室

運営室
大阪中央工場

教育･ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ室
関係会社工場

製造部 品質管理室
㈱和倉ダスキン

物流部 ストックコントロール室

物流開発室

運営部 横浜中央工場

サービス開発室

ホームインステッド事業部 運営室

企画開発室 直営店

担当取締役 生産本部 新生産事業開発室

ヘルスレント運営室

開発室

直営店運営室 直営店

ライフケア開発本部 企画開発部 事業企画室

商品開発室

ﾍﾙｽ＆ﾋﾞｭｰﾃｨ事業部 企画・運営室

商品開発室

レントオール事業部 レントオール運営室

業務室

担当取締役 アザレプロダクツ㈱

共和化粧品工業㈱

ﾕﾆﾌｫｰﾑｻｰﾋﾞｽ事業部 企画・運営室
中外産業㈱

東日本法人営業室 法人営業拠点

西日本法人営業部 企画室

西日本法人営業室 法人営業拠点

ダスキンお掃除教育研究所

担当取締役 ㈱ダスキンへルスケア

東日本法人営業部 企画室

開発研究所 素材技術研究室

環境衛生研究室

新規加工技術研究室

ターミニックス開発室

メリーメイド開発室

トゥルグリーン開発室

ホームリペア開発室

フィルター商品開発室

衛生・説明商品開発室

快適商品開発室

ケアサービス開発部 サービスマスター開発室

クリーン商品開発部 開発企画室

モップ商品開発室

マット商品開発室

ニューサービス開発部 食領域開発室

ニューサービス開発室

ドリンク・水耕開発室

外国人家事支援人材受入ＰＪ

直販チャネル開発室

組織開発部 組織開発室

ＤＤuet開発室

流通開発室

担当取締役 クリーン・ケア開発本部 事業開発部 コンタクトセンター開発室
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４．役員一覧 
（平成２８年７月１日現在） 

 

代表取締役社長   山村 輝治 

専 務 取 締 役   宮島 賢一 

専 務 取 締 役   鶴見 明久 

常 務 取 締 役   岡井 和夫 

取  締  役   楢原 純一 

取  締  役   藤井 修治 

取  締  役   住本 和司 

取  締  役   内藤 秀幸 

取  締  役   鈴木 琢 

社 外 取 締 役   藪 ゆき子 

社 外 取 締 役   山本 忠司 

社 外 取 締 役   片田 純子 

監  査  役   重吉 康人 

監  査  役   吉田 隆司 

社 外 監 査 役   織田 貴昭 

社 外 監 査 役   川西 幸子 

社 外 監 査 役   荒川 恭一郎 

 

 

 

５．直近３事業年度の貸借対照表及び損益計算書 
 

第５４期決算 
 

自

至

（単位：百万円） （単位：百万円）

(うち利益準備金)   

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

貸 借 対 照 表 の 要 旨 損 益 計 算 書 の 要 旨
（ 平 成 28 年 3 月 31 日 現 在 ）

(
平 成 27 年 4 月 1 日

)平 成 28 年 3 月 31 日

資 産 の 部 負 債 及 び 純 資 産 の 部 科 目 金　　額

科 目 金 額 科 目 金 額 売 上 高 138,697

流 動 資 産 50,004 流 動 負 債 39,399 売 上 原 価 84,212

固 定 資 産 125,147 固 定 負 債 10,173 売 上 総 利 益 54,484

有 形 固 定 資 産 41,415 負   債   合   計 49,573 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 50,891

無 形 固 定 資 産 7,164 株 主 資 本 117,162 営 業 利 益 3,593
投 資 そ の 他の 資産 76,566 資　本　金 11,352 営 業 外 収 益 2,879

資 本 剰 余 金 1,090 営 業 外 費 用 336

資 本 準 備 金 1,090 経 常 利 益 6,136

そ の 他 資 本
-

特 別 利 益 564
剰 余 金 特 別 損 失 2,776

利 益 剰 余 金 108,562 税引前当期純利益 3,924

(2,777) 法 人 税 ､ 住 民 税
971

自 己 株 式 △ 3,843 及 び 事 業 税

評 価 ・ 換 算
8,415

法 人 税 等 調 整 額 1,121
差 額 等 当 期 純 利 益 1,831

純 資 産 合 計 125,578

資  産  合  計 175,151 負債純資産合計 175,151

 
 

 



 14 

 

第５３期決算 

 

 
 

 

 

第５２期決算 

 

自

至

（単位：百万円） （単位：百万円）

(うち利益準備金)   

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

貸 借 対 照 表 の 要 旨 損 益 計 算 書 の 要 旨
（ 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 ）

(
平 成 25 年 4 月 1 日

)平 成 26 年 3 月 31 日

資 産 の 部 負 債 及 び 純 資 産 の 部 科 目 金　　額

科 目 金 額 科 目 金 額 売 上 高 142,589

流 動 資 産 38,901 流 動 負 債 39,363 売 上 原 価 86,558

固 定 資 産 147,394 固 定 負 債 15,296 売 上 総 利 益 56,030

有 形 固 定 資 産 41,282 負   債   合   計 54,660 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 52,327

無 形 固 定 資 産 7,527 株 主 資 本 129,276 営 業 利 益 3,702
投 資 そ の 他の 資産 98,584 資　本　金 11,352 営 業 外 収 益 3,363

資 本 剰 余 金 1,090 営 業 外 費 用 271

資 本 準 備 金 1,090 経 常 利 益 6,795

そ の 他 資 本
-

特 別 利 益 12
剰 余 金 特 別 損 失 264

利 益 剰 余 金 120,159 税引前当期純利益 6,542

(2,777) 法 人 税 ､ 住 民 税
2,013

自 己 株 式 △ 3,326 及 び 事 業 税

評 価 ・ 換 算
2,359

法 人 税 等 調 整 額 615

差 額 等 当 期 純 利 益 3,914

純 資 産 合 計 131,635

資  産  合  計 186,295 負債純資産合計 186,295
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６．売上・出店状況 
 

（１）本チェーン売上高推移（単位：百万円） 

年  度 加盟店 直営店 合  計 

平成２５年度 ８，７６０ １，５０６ １０，２６６ 

平成２６年度 ９，５１４ １，７２９ １１，２４３ 

平成２７年度  １０，４５１ １，９６６ １２，４１７ 

 

（２）本チェーン店舗数推移（各事業年度の末日における加盟者の店舗の数） 

年  度 加盟店 直営店 合  計 

平成２５年度 １０７ ７ １１４ 

平成２６年度 １０６ ７ １１３ 

平成２７年度 １０８ ６ １１４ 

 

７．加盟者の店舗に関する事項 
 

・ 直近３事業年度の各事業年度内に新規に営業を開始した加盟者の店舗数 

（直営店除） 

年  度 新規に営業を開始した加盟者の店舗数 

平成２５年度 １ 

平成２６年度 ０ 

平成２７年度 ２ 

 

・ 直近３事業年度の各事業年度内に解除された契約に係る店舗数（直営店除） 

年  度 契約を中途で終了した加盟者の店舗数 

平成２５年度 ２ 

平成２６年度 １ 

平成２７年度 １ 

 

・ 直近３事業年度の各事業年度内に更新された契約に係る加盟者の店舗数及び更新

されなかった契約に係る加盟者の店舗数 

年  度 更新された加盟者店舗数 更新されなかった加盟者の店

舗数 

平成２５年度 １０７ ０ 

平成２６年度 １０６ ０ 

平成２７年度 １０７ ０ 

 

 

８．訴訟件数 
直近５事業年度の各年度内に加盟者又は加盟者であった者から提起された訴えの

件数及び当社より提起した訴えの件数 

年  度 加盟者又は加盟者であった者

から提起された訴えの件数 

当社より提起した訴えの件

数 

平成２３年度 ０ ０ 

平成２４年度 ０ ０ 

平成２５年度 ０ ０ 

平成２６年度 ０ ０ 

平成２７年度 ０ ２ 
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第Ⅱ部 フランチャイズ契約の要点 
 

１．契約の名称 
 

「ダスキンレントオールフランチャイズチェーン加盟契約書（ステーション用）」 

 

２．売上・収益予測についての説明 
 

本部は、加盟店の売上及び収益に関する予測はいたしません。なお、本部は、加盟店

が本チェーンに加盟するか否かの判断をするための資料として、既存店舗の実績やモ

デルフォーム等本部が調査した資料を交付することはありますが、当該資料はあくま

でも参考として交付した資料であり、結果を保証するものではありません。 
 

３．加盟に際しお支払いいただく金銭に関する事項 
 

（１）加盟金 
① 金銭の額 

・加盟金………１５０万円 

（但し、本加盟時において既に株式会社ダスキンが主宰統括する事業のいずれ 

かに加盟している場合は１００万円） 

※ 同一加盟契約者が開店する２店舗目以降については、１店舗ごとにその加盟金

は５０万円となります。 

② 金銭の性質 

本チェーン加盟に対する対価です。 

③ お支払いいただく時期及び方法 

「代表者勉強会」の２週間前迄に本部指定口座に振り込んでいただきます。 

④ 当該金銭の返還の有無及び条件 

加盟金については､本部へ支払い後は一切返還されません｡但し、加盟店は本部

がやむを得ない理由であると認めた場合に限り本契約を解約して返還を求め

ることができますが、本部は、加盟店の事業展開の準備のために本部が要した

費用その他本部の損害を差し引いた上で返還します。 

⑤ その他 

振り込み手数料はすべてご負担していただきます。 

消費税は別途お預かりいたします。 

 

（２）保証金 
    該当ありません。 

 

（３）研修費 
① 金銭の額 

イ．加盟調印式及び代表者勉強会…………10,000円 

ロ．ステーション基本研修会………１名 165,000円（11日）     

65,000円（短期コース 7日） 

※ ステーション基本研修会は、１名追加ごとに同額の研修費を別途申し受け

ます。 

ハ．社外施設での研修…………１名につき 35,000円 

※ すでに社外施設での研修を受講済の方は必要ありません。 

② 金銭の性質 

研修に対する対価です。 

③ お支払いいただく時期及び方法 
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「代表者勉強会」の２週間前迄に本部指定口座に振り込んでいただきます。 

④ 当該金銭の返還の有無及び条件 

研修の受講開始後は理由の如何を問わず返還しません。受講済みの内容の如何

も問いません。 

⑤ その他 

振り込み手数料はすべてご負担していただきます。 

消費税は別途お預かりいたします。 

 

（４）マニュアル貸与料 
① 金銭の額 

・マニュアル貸与料………２０万円 

② 金銭の性質 

マニュアル貸与に対する対価。 

③ お支払いいただく時期及び方法 

「オーナー勉強会」の２週間前迄に本部指定口座に振り込んでいただきます。 

④ 当該金銭の返還の有無及び条件 

本部へ支払い後は一切返還されません｡なお、マニュアルを紛失された場合は、

上記の金額を再度お支払いいただきます。 

⑤ その他 

振り込み手数料はすべてご負担していただきます。 

消費税は別途お預かりいたします。 

 

（５）店舗に要する費用の目安 

出店に際し必要となるおおよその費用です。 

    １５型店舗＋８０坪倉庫 標準パターンの場合 

       店舗関連費用（改装費・什器備品等）  約１５，３００千円 

       商品、事務用品、備品、動産保険料他） 約１７，０００千円 

     

   ※上記の費用はあくまでも目安です。物件の立地、照明・空調機器の有無などにより 

    大幅に変動いたします。 

   ※加盟金、研修費、マニュアル貸与料は含んでいません。 

 

 

４．オープンアカウント、売上金等の送金 
 

該当ありません。 

 

なお、オープンアカウントとは、加盟店と本部間において発生する種々の金銭債権債

務について、それを相殺する勘定を設定しその会計処理を本部が行うことを一般に

「オープンアカウント」と呼び、一部のコンビニエンス・ストアにおいてとられてい

る仕組みです。 

 

 

５．オープンアカウント、金銭の貸付・貸付の斡旋等の与信利率 
 

該当ありません。 
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６．加盟者に対する商品の販売条件に関する事項 
① 加盟者に販売又はあっせんする商品の種類 

・ ホーム用品 

・ トラベル用品 

・ ベビー用品 

・ パーティ用品 

・ 業務用イベント用品 

※ 今後、商品の種類は増減することがあります。 

② 商品等の供給条件 

商品の仕入れにあたっては、本部又は本部の指定する仕入先より、本部の指定する基

準により行うものとします。 

③ 仕入先の推奨制度 

本部が取扱いをしていない商品でカタログに記載している商品については、取扱先を

紹介させていただきます。 

④ 発注方法 

本部指定のコンピューターにてオンラインにより発注していただきます。 

⑤ 売買代金の決済方法 

当月末日締め、翌月２３日に加盟店指定の預金口座より自動振替にてお支払いいただ

きます。 

※ 決済に際し必要な手数料は、すべてご負担いただきます。 

⑥ 返品 

一旦発注されたものに関しては、本部の責に帰すべき事由のない限り返品できません。 

⑦ 販売（レンタル）方法 

本部指定のマニュアルに基づきレンタルしていただきます。 

 

 

７．経営の指導に関する事項 
 

（１）加盟に際しての指導 
① 研修 

イ．代表者勉強会 

最終的な加盟意思確認を決定していただく研修会です。内容は、ダスキンレン

トオール事業の概要、加盟契約書説明とお約束ごとの確認、オープンまでのス

ケジュール説明、各種初期キット類の発注手続き等を行います｡また、同時に

加盟契約調印式も実施します。 

ロ．ステーション基本研修会 

店舗運営ライセンスの取得のための店舗オペレーションや売上管理などのマ

ネジメント、マーケティング知識を 11日間（短期コース 7 日間）にて習得し

ていただきます。 

＊日数や内容は、変更する場合があります。 

    ハ．開店指導 

      開店に必要な販促の実施およびアルバイトさんの教育指導や標準的な事務所

レイアウト、商品の点検等のチェック及び指導を開店前後に行います。 

② マニュアル一式の貸与 

経営・運営・営業・ＣＩに関するマニュアルを貸与いたします。 

 

（２）継続的経営指導 
① 個別もしくはグループ指導 

イ．巡回指導 

経営・運営・営業等の店舗運営全般にわたって、本部が必要と判断した場合、

巡回訪問して指導にあたります。 
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ロ．グループ指導 

オーナー及び事業責任者を、必要に応じエリア単位で一同に会して情報伝達や

政策の進行状況をチェックし、目標達成のための方法を検討・指導いたします。 

   ② 経営分析情報の提供 

      必要に応じ全店の分析資料を作成し、各店ごとに送付します。 

③ 電話相談 

電話による個別相談（随時） 

④ 各種研修会・会議 

イ．年間定例化した事業政策発表に関する会議を実施いたします。 

●政策勉強会     年１回 

※会議の参加費用はケースにより異なりますが、有料です。 

ロ．年間定例化した運営・営業の向上及び見直しの場として各種の集合研修を実施

いたします。 

●地域営業会議    年４回 

ハ．上記の他に、本部が必要とした場合、各種研修会を開催することがあります。 

＊会議の回数、内容は変更する場合があります。 

継続的経営指導に伴う費用（電話代、各種研修会・会議の旅費交通費・食費）

はすべてご負担いただきます。また、加盟店からの要請による特別指導にかか

る費用（本部スタッフの旅費交通費）はご負担いただきます。 

 

 

８．使用していただく商標、その他の表示に関する事項 
 

（１）商標・サービスマークの使用について 
本部が有する各種商標・サービスマークのうち、下記の「（３）（商標・サービスマ

ーク）」記載のものを本部が定める方法により使用することを許可します。 

また、加盟店は、営業店名を原則として「ダスキンレントオール○○ステーション」

という統一呼称を用いるものとし、「ダスキン」および「レントオール」の知名度

のある商標・サービスマークの使用を許諾されると共に、使用を義務づけられるも

のとします。 

ただし、当該商標・サービスマークおよびこれに類似する商標、サービスマークを

自己のものとして、商号登記・商標登録等してはならないものとします。 

尚、店名の決定は、加盟店の申し出により本部が決定し承認するものとします。 

 

（２）その他の表示に関する事項 
① 車輛は本部の定める方法により指定のマーキングフィルムを貼付していただ

きます。 

② 本部指定のユニフォームを着用していただきます。 

③ 標準店舗に基づく本部指定のファサード（看板）を設置していただきます。（※

ファザードは店舗の立地条件などを考慮の上指導いたします） 

 

（３）商標・サービスマーク 
■  １５型店舗ヘッドサイン 

        

    

  本部指定業者より支給いたします。（有償・別途見積） 
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■  共通ロゴマーク 

 

 
 

  広告販促物、商品等に表示します。 

 

（４）表示の条件 
上記の商標は､当該事業の経営を目的とすること以外に、また本部の定める方法以外

で使用してはならないものとします。 

 

 

９．契約期間、契約の更新及び契約解除に関する事項 
 

（１）契約の期間 
契約締結の日より３年間です（ただし、３年目の途中で３月３１日があるときは、

その日までとします）。 

 

（２）更新の条件及び手続き 
本部、加盟店のいずれかにより、契約期間満了の２カ月以上前までに書面にて更新

しない旨の意思表示がない場合は、１年間更新され、その後期間満了の都度この例

によります。 

 

（３）契約解除の要件 
① 本部と加盟店の双方が合意に達した場合。 

② 加盟店が、書面により３カ月前までに予告し、解約する場合。 

③ 本部が、書面により３カ月前までに予告し、解約する場合。 

④ 本部による催告つき解約について 

・ 本契約および本契約に関する取引代金等の本部または関連取引先への金銭債

務の支払いが延滞した場合。 

・ 本部の書面による事前承認を得ずに継続して３０日間以上事業活動を行わな

い場合。 

・ 本部が定めた方法、システムに基づかずに事業展開を行った場合。 

・ 本部の定めたシステム、ノウハウを本部が認めた本契約に定める事業以外に使

用した場合。 

・ 本部の知的財産権等や組織を利用して本部の承認を得ていない一切の事業活

動その他の営業を行った場合。 

・ その他本部の定める方式に基づく事業展開が行われない場合。 

・ 加盟店が本部の商号（株式会社ダスキン）を用いて第三者と契約を結んだ場合。 

・ 加盟店が本部に提出すべき報告に関し、故意に虚偽の報告をした場合。 

・ その他、加盟店が本契約の各条項の一つにでも違反した場合。 

⑤本部による無催告解約について 

・ 支払責任のある手形、小切手が不渡りとなり、その他支払いを停止した場合。 

・ 他から仮差押･仮処分・強制執行・競売・滞納処分を受け、または破産・民事

再生・特別清算・会社更生手続等の申立を受け、もしくは自らその申立をした

場合。 

・ 自己の財産または営業の全部または重要な部分を第三者に譲渡または担保に

供したとき。 

・ 加盟店の債務履行が極めて困難になったと本部が判断する場合。 
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・ 加盟店が禁治産宣告もしくは準禁治産宣告を受けていた場合、後見、保佐、補

助の審判または失踪の宣告を受けた場合。 

・ 加盟店が刑事訴追を受けた場合。 

・ 加盟店が暴力団またはその関係者と関係があることが判明した場合､公序良俗

に反する反社会的団体またはその関係者と関係があることが判明した場合。 

・ 加盟店に本契約に定める事業および本部の信用もしくは名誉を著しく損なう

言動もしくは行為があった場合。 

・ 本部が主宰統括する他の事業に関する契約に重大な違反があり、解約となった

とき。 

 

（４）契約終了の手続き 
① マニュアル等、本部が貸与しているすべての物品を返還していただきます。 

② 当該事業に関し許諾していた一切の商標、サービスマーク等の表示を、すべて抹

消していただきます。 

③ 顧客名簿及び顧客との接触頻度、加盟店への好意度、サービス提供状況等を記録

した資料を本部に無償で引き渡すものとします。 

 

（５）契約解除によって生ずる損害賠償金の額又は算定方法その他の義務につ

いて 
 加盟店が本部に損害を及ぼしている場合は、その賠償の責を負うものとします。 

 

 

１０．定期的にお支払いいただく金銭に関する事項 
 

（１）ロイヤルティ 
① 算定に用いる売上、費用等の根拠を明らかにした算定方法 

本チェーン事業における総売上の５％。総売上とは、当該事業に基づくフラン

チャイズ契約のもとで行う、営業から生ずる売上の総額（代金が回収されたか

否かは問いません）をいいます。 

② 金銭の性質 

商標等の使用料及びノウハウ利用の対価。 

③ 徴収の時期 

当月分を毎月末日に締め切り、翌月２３日までにお支払いただきます。 

④ 徴収の方法 

加盟店指定の預金口座より自動振替にてお支払いいただきます。 

 

（２）広告分担金 
① 算定に用いる売上、費用等の根拠を明らかにした算定方法 

本チェーン事業における総売上の２％。 

② 金銭の性質 

本部が行う広告に要する費用の分担金。 

③ 徴収の時期 

当月分を毎月末日に締め切り、翌月２３日までにお支払いただきます。 

④ 徴収の方法 

加盟店指定の預金口座より自動振替にてお支払いいただきます。 

 

（３）システム利用料 
① 算定に用いる売上、費用等の根拠を明らかにした算定方法 

利用料   別途お渡しする「システム利用料明細書」のとおり 
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② 金銭の性質 

システム利用料 

③ 徴収の時期 

当月分を毎月末日に締め切り、翌月２３日までにお支払いただきます。 

④ 徴収の方法 

加盟店指定の預金口座より自動振替にてお支払いいただきます。 

 

 

１１．営業時間並びに営業日・休業日について 
 

（１）営業時間 
原則として、午前９時から午後７時００分です。 

 

（２）営業日及び休業日 
原則として、以下の２つの形態とします。 

① 毎週火曜日 

② 年中無休 

なお、休業日の設定等については本部と協議の上その詳細を定めます。 

 

 

１２．テリトリー権の有無及びその内容について 
 

該当ありません。 

 

 

１３．競業禁止義務の有無及びその内容について 
 

加盟店及びその代表者・役員は、フランチャイズ契約の有効期間中はもとより、フ

ランチャイズ契約終了後といえども１８ヶ月間は本部の書面による承諾なき限り、

その名義・態様の如何を問わず、本事業と同一または類似の営業ないし営業の部類

に属する取引を行ってはならず、他をして行わせてはならないものとします。 
 

 

１４．守秘義務の有無及びその内容について 
 

加盟店は、フランチャイズ契約の有効期間と終了後とを問わず、自店の従業員（働

きさん）および事業活動の協力者またはお客様に対して事業展開上説明を必要とす

る場合を除き、当該事業の組織機構・事業展開方法・料金価格体系・サービスシス

テムその他の事業ノウハウを他に開示、漏洩してはならないものとします。また、

本部より配布もしくは貸与されたマニュアル・書類は、本部が所有権・著作権を有

するため加盟店は厳重に保管し、フランチャイズ契約の有効期間中と終了後とを問

わず本部の書面による承認を得ずに閲覧、謄写等をさせてはならないものとします。

特に本部が｢秘｣と指定した文書は第三者の目に触れないよう保管すると共に何人

にもこれを閲覧、謄写させてはならないものとします。 
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１５．店舗の構造又は内外装について加盟者に課する特別の義務に

ついて 
 

加盟店は、本部との統一的イメージを保持するため、営業所・事務所等加盟店の事

業所の内装、外装について、本部が定める標準仕様、標準規格等に合致する表示、

塗装、照明等を施工するものとします。また、事業所の内外及び周辺だけでなく、

営業、サービス提供に使用する車輌の内外をも常に良好かつ清潔で魅力的な状態に

保持し、事業所については、本部が指示する内容に従って、修理・改装等を自己の

費用負担をもって行うものとします。 

※ 詳細は、本部が指導いたします。 

 

 

１６．契約違反した場合の違約金、課される義務について 
 

① 加盟店が、本部に損害を及ぼしている場合は、その賠償の責を負うものとし

ます。 

② 加盟店又はその代表者・役員が競業禁止義務に違反した場合は、本部は競業の

差し止めをできるほか、加盟店又はその代表者らが当該営業又は取引により受

けた利益もしくは本契約終了前１８カ月の売上高を基準とした利益のいずれ

か多い額を本部の損害額とみなし、加盟店に請求できるものとします。 

③ ロイヤルティ等の支払いを遅滞した場合は、年１４．６％の割合による遅延損

害金を支払うものとします。 

 

 

１７．事業活動上の損失に対する補償の有無及びその内容等 
 

事業活動上の損失に対する補償制度や経営不振となった場合の補償制度等はあり

ません。 

 

１８．加盟者に課する特別の義務について 
 

（１）名義貸し、譲渡の禁止 
加盟店は、フランチャイズ契約によって取得した当該事業を、自らもしくは自らが

直接雇用する従業員のみで実施するものとし、第三者に名義貸しをしたり、下請け

を使ったり、譲渡することはできません。 

 

（２）専従者の要件 
レントオールの店舗には、ステーション基本研修会を終了した店長を専従責任者と

して設置していただきます。 

以 上 
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「フランチャイズ契約締結のためのチェックリスト」説明確認書 

 

 

項      目 
頁

数 

確  認  印 

説明者 加盟者 

フランチャイズ契約のご案内 2   

ダスキンレントオールフランチャイズチェーンへの加盟を希望

される方へ 
3   

第Ⅰ部 株式会社ダスキンについて 

２．わが社の経営理念 

（１）ダスキン経営理念  （２）企業目的 
6   

 ２．本部の概要   

     商号･所在地･資本金･設立･事業内容･他に行っている事業  

   の種類･事業の開始･主要株主･主要取引銀行･従業員数･本 

   部の子会社の名称及び事業内容･所属団体･沿革等                     

6 

  

 

 

 

 ３．会社組織図 10   

 ４．役員一覧 12   

 ５．直近３事業年度の貸借対照表及び損益計算書 12   

 ６．売上・出店状況 14   

 ７．加盟者の店舗に関する事項 

・直近 3事業年度の各事業年度内に新規に営業を開始した 

 加盟者の店舗数 

・直近 3事業年度の各事業年度内に解除された契約に係る 

 店舗数 

・直近 3事業年度の各事業年度内に更新された契約に係る  

 加盟者の店舗数及び更新されなかった契約に係る加盟者  

 の店舗数 
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 ８．訴訟件数 14   

第Ⅱ部 フランチャイズ契約の要点  

 １．契約の名称 15   

 ２．売上･収益予測についての説明 15   

 ３．加盟に際しお支払いいただく金銭に関する事項 

① 金銭の額  ② 金銭の性質 

③ お支払いいただく時期及び方法 

 ④ 当該金銭の返還の有無及び条件  ⑤ その他 
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 ４．オープンアカウント、売上金等の送金 16   

 ５．オープンアカウント、金銭の貸付・貸付の斡旋等の与信利

率 
16 
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 ６．加盟者に対する商品の販売条件に関する事項 

 ① 加盟者に販売又はあっせんする商品の種類 

② 商品等の供給条件  ③ 仕入先の推奨制度 

④ 発注方法      ⑤ 売買代金の決済方法 

⑥ 返品        ⑦ 販売方法 
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 ７．経営の指導に関する事項 17   

 ８．使用していただく商標、その他の表示に関する事項 18   

 ９．契約期間、契約の更新及び契約解除に関する事項 

(1) 契約の期間   (2) 更新の条件及び手続き 

(3) 契約解除の要件 (4) 契約終了の手続き 

(5) 契約解除によって生ずる損害賠償金の額又は算定方法等 
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１０．定期的にお支払いいただく金銭に関する事項 

① お支払いいただく金銭の額又は算定方法 

② 金銭の性質    ③ お支払いいただく時期 

④ お支払いいただく方法 
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１１．店舗の営業時間･営業日･休業日について 21   

１２．テリトリー権の有無及びその内容について 21   

１３．競業禁止義務有無及びその内容について 21   

１４．守秘義務の有無及びその内容について 21   

１５．店舗の内外装等についての特別義務 22   

１６．契約違反をした場合の違約金、課される義務について 22   

１７．事業活動上の損失に対する補償の有無及びその内容等 22   

１８．加盟者に課する特別の義務について 22   

後記１．「フランチャイズ契約締結のためのチェックリスト」 

    説明確認書 
 

  

 

以下について、自署により記名の上、捺印のこと。 

                       平成  年  月  日 

 

説明者 

・私         は、フランチャイズ契約に関する上記全ての項目を説

明し、加盟希望者の理解をいただきました。 

 

説明者                  印 

 

加盟希望者 

・弊社（私）         は、フランチャイズ契約に関する上記全ての

項目について、説明者より説明を受け、理解しました。 

 

加盟希望者                印 


